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避難所における新型コロナウイルス感染症への対応について 

 

 新型コロナウイルス感染症については、日本国内においても感染経路の不明

な患者の増加している地域が散発的に発生しており、今後、爆発的な感染拡大を

伴う大規模な流行につながりかねない状況にあります。このような中、貴殿にお

かれましても、国民の生命を守るため、まん延防止や医療の提供等、新型コロナ

ウイルス感染症への対策に日々ご尽力いただき、誠にありがとうございます。 

政府としては、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（令和２年

３月 28 日新型コロナウイルス感染症政府対策本部決定）（以下「基本的対処方

針」という。）により、地方公共団体、医療関係者、専門家、事業者を含む国民

の意見をくみ取りつつ、協力して対策を進めているところです。 

こうした状況において災害が発生し避難所を開設する場合には、新型コロナ

ウイルス感染症の状況を踏まえ、感染症対策に万全を期すことが重要となって

きます。ついては、発生した災害や被災者の状況等によっては、避難所の収容人

数を考慮し、あらかじめ指定した指定避難所以外の避難所を開設するなど、通常

の災害発生時よりも可能な限り多くの避難所の開設を図るとともに、ホテルや

旅館の活用等も検討していただくようお願いいたします。 

また、発生した災害やその地域の実情に応じ、避難者に対して手洗い、咳エチ
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ケット等の基本的な感染対策を徹底することとし、避難所内については、十分な

換気に努めるとともに、避難者が十分なスペースを確保できるよう留意するよ

うお願いします。 

発災時には政府としても、基本的対処方針に基づき、感染症対策に必要な物

資・資材の供給等必要な支援を行うこととしております。 

なお、対策を講ずるに当たっては、既にご承知おきのこととは思いますが、以

下のホームページも参考にしてください。 

 貴都道府県内の市町村防災担当主管部局に対しても、その旨周知していただ

きますようお願いいたします。 

 本件通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の規

定に基づく技術的助言であることを申し添えます。 

 

 

 

（参考） 

・新型コロナウイルスに関するＱ＆Ａ（一般の方向け）（厚生労働省ＨＰ）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html 

 

・新型コロナウイルス感染症の対応について（内閣官房ＨＰ） 

https://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html 

 

・一般市民向け新型コロナウイルス感染症に対する注意事項 

（日本環境感染学会ＨＰ） 

http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/2019ncov_ippan_200203.pdf 

 
 

 

 ＜連絡先＞ 
内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（避難生活担当）付 
 赤司、長谷川、秋吉 

TEL 03-3501-5191（直通） 
 
消防庁国民保護・防災部防災課 
 神田、舘野（たての） 

TEL 03-5253-7525（直通） 
 
厚生労働省健康局結核感染症課 
 加藤 
 TEL 03-3595-2257（直通） 
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